
ご家族所有のお車も、DICグループ団体扱でご加入できます！

１．DICグループ社員・OBの皆さま（保険契約者）のご家族（下記①②③）が所有、
使用されるお車が対象です。 ※裏面に図解があります。

①保険契約者 ②保険契約者の配偶者 ③保険契約者またはその配偶者の同居の親族（別居中の扶養親族を含みます）

２．DICグループ社員・OBの皆さまを「保険契約者」、お車所有のご家族（上記①②③）を
「記名被保険者」に指定し、団体扱自動車保険にご加入いただきます。

３．ご契約は団体扱割引２５％ ※が適用され、保険料はDICグループ社員（保険契約者）の
給与（または指定口座）、OBの皆さまは指定口座から引き去りさせていただきます。

ご自身・ご家族の自動車保険を2台以上まとめてご契約いただくと

まずはお見積を（無料です）！
DICエステート㈱までお問合わせください。

お問合せ先は裏面にございます。

2台まとめると・・・3%割引

3～5台まとめると・・・4%割引

6台以上まとめると・・・6%割引

DＩＣグループ社員・ＯＢのみなさまへ

保険料の割引が適用されます！※

※ 同一契約者名で２台以上の自動車を、当社の団体扱でご契約頂く必要がございます。
また、各契約の始期日・保険期間・払込方法・取扱代理店が同じであることが条件となります。

●このチラシは、団体扱割引制度の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各種自動車保険パンフレットおよび「重要事項のご説明」をあわせてご
覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。対象となる
方の範囲（保険契約者・ 記名被保険者（ご契約のお車を主に使用される方等）・車両所有者等）などご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険

会社にお問合わせください。

最大

２５％
O FF

※ 東京海上日動火災は22％、三井住友海上は15.5%
あいおいニッセイ同和損保と損保ジャパンは25%となります。

※現在ＤＩＣグループ団体扱自動車保険にご加入中の方で、

ご家族の車は他社の自動車保険にご加入
という方は是非DICエステート㈱にお見積させてください。
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DICエステート株式会社 保険部
〒103­8233 東京都中央区日本橋３－７－２０

ディーアイシービル ：info-hoken@ma.dic.co.jp

【団体扱引受保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社 東京海上⽇動⽕災保険株式会社
三井住友海上⽕災保険株式会社 （東京海上⽇動⽕災の割引率は22%、三井住友海上の割引率は15.5％となります。
あいおいニッセイ同和損保と損保ジャパンは25％割引です。お好きな保険会社を選べます）

2026年4月1日から2027年3月31日までの始期の契約に適用されます。
今年度の割引率は、東京海上日動火災は22％、三井住友海上は15.5%
あいおいニッセイ同和損保と損保ジャパンは25%となります。

美代子さん
(同居の伯母)

昌子さん
(配偶者)

暁彦さん
(同居の息子)

由紀さん
(娘/下宿中の大学生)

団体扱割引を適用できるご家族の範囲は？

英晴さん
(DICグループ社員またはOB)

単身赴任中

和敏さん
(英晴さんの父)

美喜さん
(英晴さんの母) 秀彰さん

(別居の娘婿)

伴彦さん
(別居の息子/社会人)

ミドリさん
(別居の娘/既婚)

配偶者と同居の親族

別居の扶養親族

別居の親族単身赴任先

別居の親族 別居の親族

お問合わせ先（取扱代理店） 電話：

FAX：

03-6733-5528

(英晴さんの扶養ではない)

DICグループ社員をご契約者にすれば、上の図の の範囲のご家族が

所有しているお車にも、団体扱割引を最大で25%適用できます。

１●DICグループ社員ご本人 ２●DICグループ社員ご本人および配偶者と同居の親族

３●DICグループ社員および配偶者の別居の扶養親族

※2

※1

※2

(英晴さんの扶養)

扶養親族とは次のいずれかの条件を満たす親族をいいます。
①所得税の控除対象となる扶養親族 ②健康保険における扶養親族※3

※3

03-6733-5529

※1


